
開催日時

場所 上市町役場２階　第１会議室

出席委員

１番 冨樫　隆 ２番 大江　登美江 ４番 林　忠治 ５番 碓井　繁

６番 中川　治 ８番 青木　幸男 ９番 稲葉　悟 10番 岩城　正治

12番 酒井　喜之

出席推進委員 ６名

事務局 出席者

事務局長　碓井　秀樹

事務局長代理　米山　洋　

議事録署名委員 ５番 碓井　繁 ８番 青木　幸男

議事日程 １. 開会

２. 会長の挨拶

３. 議事録署名委員の指名　

４. 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請の許可審議について

議案第２号 農地法第４・５条の規定による許可申請の意見審議について

議案第３号

議案第４号

５. その他

次回委員会の開催予定について

第22回総会

日時　令和７年５月２日（金）午後２時から

場所　上市町役場２階　第１会議室

６.

開会

事務局長

会長

事務局長

会長

事務局

会長

第21回　上市町農業委員会総会議事録

令和７年４月４日（金）　午後２時

９名

公売買受適格証明願いについて

農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による促進計画の意見審議について

閉会

それでは、第21回の上市町農業委員会総会を開催したいと思いますので宜しくお願いいたします。

只今の出席委員は、12名中９名であり、定足数に達しておりますので、総会が成立することをご報告いたし
ます。推進委員は６名中６名出席していただいております。

それでは、開会にあたりまして、林会長よりご挨拶をお願いしたいと思います。

会長あいさつ

はい。ありがとうございました。
それでは議事に入りたいと思います。総会の議事は会長が行うことになっておりますので、会長宜しくお願
いいたします。

それでは始めにですね、議事録署名委員の指名を行いたいと思います。５番　碓井委員さん、８番　青木委
員さんにお願いいたします。なお本日の会議書記には、事務局職員の米山さんにひとつよろしくお願いした
いとそういうふうに思っとります。

それでは議案に入ります。「議案第１号　農地法第３条の規定による許可申請の許可審議について」事務局
より議案の説明をお願いいたします。

（議案書をもとに説明）

はい。ありがとうございました。ただいまの説明に関連しまして、地区担当委員からの報告をお願いいたし
ます。１番●●委員、●●委員、●●推進委員　２番●●委員、●●推進委員　よろしくお願いいたしま
す。それでは1番からひとつよろしくお願いいたします。
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１番から報告いたします。●●さん中々お会いできなくて。玄関のドアは開くんですけど会えなかって、●
●●●の事務所へちょっとお電話をかけましていろいろお話を伺いました。●●●の方はどうも●●●とい
うような話です。実際に現地の３条申請の現地を見に行ってきました。現地は元々竹林っていうかね畑に竹
が生い茂っとったところで、現地確認一覧も綺麗になってます。３条手続きするときにどうもこの竹とか伐
採をされたようです。綺麗になっておりました。ただ当時は結構凸凹だったかなと思います。事務局からの
報告もあったように元々農家じゃないので。営農計画書等が出てて一番心配したのは、農機具はどんなもん
かと。確かに農機小屋とか自動車の車庫みたいな自宅の方にはあるんですけど開けてみるわけにはいかない
ので。●●●●さんの方にちゃんとお持ちなんですかって聞きましたら、農機具の写真を添付していただい
て農機具はありますというご返事だったです。後は何を作るのかなということでここで●●を栽培したいと
いうような報告になってるかと思うんですけど。●●●地区にて●●の集荷をされてる方があるのかないの
かということで聞きましたら、●件だけ●●あるんですよ。●●を栽培した後何処へ出荷するんですか言っ
たら、やっぱりその集荷場の方に出したいという書類になってるかと思うんですけど。きちんと採れれば出
荷される予定だと思います。特に問題はないのかなと。

はい、ありがとうございます。●●推進委員さん

特に問題はないかと思います。

はい。それでは２番の●●委員よろしくお願いいたします。

２番の案件につきましては、さる２月の農業委員会の総会に掛かった案件で●●抜けていたということで今
回新たに追加で申請されたと。図面見て見られりゃあわかるかと思うんですけども、申請地三角のこの部分
これ●●●●の●●が基盤整備したときに上がった土地を寄せ集めてこのエリアに畑地として集約したとい
うところでございます。その一部を今回●●●●さんから●●●●さんが買われるということでこの件につ
いては問題ないと思います。はい、以上です。ありがとうございました。

●●推進委員さん

何も問題ないと思いますよ。

そうですか、はい。ありがとうございました。

これより質疑に入ります。質疑のある方発言をお願いします。

あこらへんで●●の単収ちゃどだけあるがかね。●●●●、●●●●あるかね。

●●はそんなにない

小さい面積なら

どうですか採決しましょうか。それでは採決いたします。

議案第１号について、原案のとおり許可することに賛成の方の挙手を願います。

（挙手）

全員賛成と認めます。議案第１号についてでは原案のとおり許可することにいたします。

では次に「議案第２号　農地法第４・５条の規定による許可申請の意見審議について」事務局より説明をお
願いいたします。

（議案書をもとに説明）

ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員からの報告をお願いいたします。１番●●委員、●●推
進委員　よろしくお願いいたします。

説明さしていただきます。この見取り図見ていただきたいと思うんですけど●●●●さん、●●●●●から
●●●くらい手前のところの申請地であります。現状言いますと●●●●●が手狭になったということで今
回この申請地に一部を移動するということでございます。この計画見てみますとアスファルト舗装はしなく
て土盛ですませると。雨水云々は自然浸透。用水はこれ東側に流れるように勾配も計画しておりますんで、
隣接の耕作者、当然耕作者からも了解の印は貰ってますので、隣接の耕作者へ迷惑かかるようなことはない
と思います。以上総合いたしまして問題ないんじゃなかろうかなと思います。以上です。

はい、ありがとうございました。●●推進委員さん何かありますれば

意見は別にありません。問題ないと思います。

はい。それじゃああの質疑に入ります。質疑のある方は発言をお願いいたします。

ここに●●●の地面あったんだね

飛び地という形で。ここが●●で潰れたもんだから、こんな三角で中途半端なとこになりました。

意見がなければ採決いたしますがどうでしょう。

それじゃあ議案第２号について、「意見なし」とする方は挙手を願います。

（挙手）

全員賛成と認めます。議案第２号についてでは「意見なし」といたします。

次に、「議案第３号　公売買受適格証明願いについて」事務局より説明をお願いいたします。

（議案書をもとに説明）

はい、ありがとうございました。ただいまの事務局の説明に関連して、地区担当委員から報告をお願いいた
します。1番●●委員、●●推進委員　よろしくお願いいたします。●●委員さんから
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私も議案書見た時はなんのことかと思たんです。ちょっとこれは滅多にないことでございますから。事務局
が出されておった申請資料の写しが●と●●●●にあると思うんでその元でちょっと言わせてもらいます。
●●さんから農業委員会会長宛に申述書というものが出ておるがです。それから読んでみますと、実はあの
●●さんっていう方は●●●の●●で生まれたそうです。そして●●●●●●●で●●しとったと。●●の
方が●●●におられるというがで、そこで●●●の空き家バンク制度ですか、それを利用して●●●の何処
かで住むところを決めたいということです。まだあの●●に住んどられるわけで。それでですね登記簿の写
しを見ますとですね、事務局からも説明があったように●●●になっとる物件です。登記簿見ますと、●●
●●にですね●●さんが●●されたんですが、●●●に●●●がここから●●●が設定されたわけです。●
●さんは●●の方で住んで●●●●●●とかそういう所の指導を受けながらスマート農業とか自然農法を活
かした農業をやりたいこういう意見なんです。●●●●からの●●に参加する時は公売買受適格者証明証と
いうものが無いと駄目なんだそうです。そこで今回その証明証を出して貰いたいというお願いです。今まで
も過去にあったかどうかわからんがで委員の皆さんの意見を聞いて判断すればいいがじゃないかと思いま
す。場所はですね地図に書いてあるがですけど、●●●の●●●の所で。ほんとのもう山の裾の方です。

はい、ありがとうございました。●●推進委員さん

今のお話された通り今現在●の●●●●●●さん耕作して管理しておるわけですけども。これが変わってし
まって権利者が変わればですね圃場はできないんですが。今どんな皆さんといいますかね●の●●●●●●
の方々も●●かかっていることをご存じですし、原単価もご存じでした。ただあのその内容で、一番いいの
は地元で、の方がですね権利を受けられてですねその後も続けていけばいい一番ベストなんですけども。そ
の辺の意向ありませんかということでお尋ねしたんですけども、買ってまではできないということでして。
●●変わって●●されてもそれは仕方ないよというようなご反応でありました。ただ申請書の中にですね自
然農法を目指したいというふうに書いてあるんですけども。この●●でやってらっしゃるとみんな感覚で自
然農法思ておられるかわからんですけども、今きちんと整備された中にですねこの自然農法した時に草ぼう
ぼうになるというような感じも分らんでもないので。ただ僕●●さんもおっしゃってるように●●後は耕作
してもらってる第三者の方と話合いしたいと言うこともありますので。そのあとのですねフォローは何らか
のことをしていかなければなあというふうに感じております。以上です。

はい。ありがとうございました。これより質疑に入ります。質疑のある方は発言をお願いします。

この両人には非常にご足労願ったんですよ。他の地区から入ってくるといったことで、地元の方誰かおらん
かというて軒並み周っていただいたんですが。今言われたような土地だったし。

求められて後の管理がきちんとできればいいがだけどね。

●●さん言われるように自然農法となればね、そんな綺麗にちゃならんと思うから。ちょっと心配はしとる
がですよ。

それ以上なければ採決いたします。どうでしょう。

議案第３号についてでは、原案のとおり許可することに賛成の方の挙手をお願いいたします。

（挙手）

多数といったことで、認めたいと私は思います。議案第３号についてでは原案のとおり●●の方だけわから
ない●●といったことでありましたので●●の方にしたいと思っとります。

議案第３号についてでは原案の方に許可いたします。

では次に、「議案第４号　農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による促進計画の意見審議につい
て」事務局より説明をお願いいたします。

（議案書をもとに説明）

ありがとうございました。これより質疑に入ります。ただいまの事務局の説明について質疑のある方の発言
をお願いいたします。

●●ごとにあるがけ

●●からしか契約できないので。

意見等がなければ採決しますがどうでしょう。

それじゃあ議案第４号について、「意見なし」とすることに賛成とする方は挙手を願います。

（挙手）

全員賛成と認めます。議案第４号についてでは「意見なし」といたします。

それでは第21回の総会。どうもご苦労さまでございました。ありがとうございました。



上市町農業委員会

会長　林　忠治

碓井　繁

青木　幸男

　この議事録は事実と相違ないことを証明する。

　　　令和７年４月４日

　　　議事録署名委員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　５番　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　８番　


